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金利スワップ取引清算業務に係る手数料に関する規則 

 

（目的） 

第１条 この金利スワップ取引清算業務に係る手数料に関する規則（以下「本規則」とい

う。）は、株式会社日本証券クリアリング機構（以下「当社」という。）が制定した金利

スワップ取引清算業務に関する業務方法書（以下「業務方法書」という。）第１６条の規

定に基づき、当社が金利スワップ取引清算業務について徴収する手数料に関し、必要な

事項を定めることを目的とする。 

２ 本規則において使用する用語は、本規則に別段の定めがある場合を除き、業務方法書

において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

（１） 「委託取引上限額」とは、第６条第２項に規定する委託取引上限額をいう。 

（２） 「株主清算参加者」とは、当社が発行するＣ種類株式の株主である清算参加者

及び当該株主の属する企業集団に属する清算参加者をいう。 

（３） 「計算年度」とは、毎年４月１日から翌年３月３１日までの期間をいう。 

（４） 「計算年度の下半期」とは、毎年１０月１日から翌年３月末日までの期間をい

う。 

（４）の２ 「コンプレッション上限額（委託分）」とは、第６条の２第２項に規定する

コンプレッション上限額（委託分）をいう。 

（４）の３ 「コンプレッション上限額（自己分）」とは、第６条の２第１項に規定する

コンプレッション上限額（自己分）をいう。 

（５） 「自己取引上限額」とは、第６条第１項に規定する自己取引上限額をいう。 

（５）の２ 「取引情報蓄積機関報告清算約定（ＩＲＳ）」とは、金利スワップ取引清

算業務に係る清算約定のうち、取引情報蓄積機関（金融商品取引法（昭和２３年法律

第２５号）第１５６条の６３第１項に規定する取引情報蓄積機関をいう。）に対し、

その当事者（清算約定（委託分）にあっては、当該清算約定（委託分）に係る清算委

託取引の当事者である清算委託者）、想定元本その他の情報についての報告が行われ

たものをいう。 

（６） 「香港ＴＲ報告清算約定」とは、清算約定のうち、Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｍｏｎ

ｅｔａｒｙ Ａｕｔｈｏｒｉｔｙに対し、その当事者（清算約定（委託分）にあっては、

当該清算約定（委託分）に係る清算委託取引の当事者である清算委託者）、想定元本そ

の他の情報についての報告が行われたものをいう。 

（７） 「ＳＤＲ報告清算約定（ＩＲＳ）」とは、清算約定のうち、Ｓｗａｐ Ｄａｔａ Ｒ

ｅｐｏｓｉｔｏｒｙ（Ｕ．Ｓ．Ｃｏｍｍｏｄｉｔｙ Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ａｃｔ Ｓｅｃ

ｔｉｏｎ １ａ（４８）に規定するＳｗａｐ Ｄａｔａ Ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙをいう。）

に対し、その当事者（清算約定（委託分）にあっては、当該清算約定（委託分）に係
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る清算委託取引の当事者である清算委託者）、想定元本その他の情報についての報告が

行われたものをいう。 

 

（手数料の種類） 

第２条 業務方法書第１６条に規定する当社が定める手数料は、基本料、円貨建清算約定

及び外貨建清算約定に係る清算手数料、コンプレッション手数料、クライアント・クリ

アリング手数料、口座開設手数料、外貨決済手数料、クロスマージン手数料、ポジショ

ン移管手数料、コラテラル手数料並びに取引報告手数料とする。 

 

（基本料） 

第３条 基本料は、１か月あたり５２０万円とする。ただし、清算参加者が月の途中で金

利スワップ清算資格を取得し又は喪失した場合には、５２０万円に当該月の全当社営業

日の日数に占める当該清算参加者が清算参加者であった当該月の当社営業日の日数の割

合を乗じて得た額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、株主清算参加者が一の計算年度（清算参加者が当該計算年

度の途中で株主清算参加者となり、又は株主清算参加者でなくなった場合には、当該計

算年度のうち当該清算参加者が株主清算参加者であった期間）において負担する基本料

及び円貨建清算約定に係る清算手数料（清算約定（委託分）に係る清算手数料を除く。）

の総額が自己取引上限額に達したときは、当該株主清算参加者に対し、当該計算年度に

おける翌月以降の基本料は課さないものとする。 

 

（円貨建清算約定に係る清算手数料） 

第４条 円貨建清算約定に係る清算手数料は、円貨建清算約定に係る新規債務負担手数料

及び債務負担済残存取引手数料の二種類とする。 

２ 各月の円貨建清算約定に係る新規債務負担手数料及び債務負担済残存取引手数料は、

それぞれ、次の各号に掲げる清算参加者の区分に応じ当該各号に定める金額を自己取引

口座及び委託取引口座（クライアント・クリアリングに係る委託取引口座を除く。）ごと

に算出した金額の総額とする。 

（１） 株主清算参加者 

ａ 円貨建清算約定に係る新規債務負担手数料 

当該各月の属する計算年度に成立した円貨建清算約定の累計件数に応じ、各月に

成立した円貨建清算約定ごとに、次に掲げる金額の総額 

（ａ） 当該計算年度に成立した円貨建清算約定の累計件数が２，０００件までの

部分 １件あたり５，０００円 

（ｂ） 当該計算年度に成立した円貨建清算約定の累計件数が２，０００件を超え、

１０，０００件までの部分 １件あたり１，０００円 
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（ｃ） 当該計算年度に成立した円貨建清算約定の累計件数が１０，０００件を超

える部分 １件あたり４００円 

ｂ 円貨建清算約定に係る債務負担済残存取引手数料 

当該各月末日の経過時点で残存する円貨建清算約定の件数に応じ、当該残存する

円貨建清算約定ごとに、次に掲げる金額の総額 

（ａ） 円貨建清算約定の件数が、８，０００件以下の部分 １件あたり４５０円 

（ｂ） 円貨建清算約定の件数が８，０００件を超え、４０，０００件までの部分 

１件あたり１００円 

（ｃ） 円貨建清算約定の件数が４０，０００件を超える部分 １件あたり３５円 

（２） 前号に掲げる清算参加者以外の清算参加者 

ａ 円貨建清算約定に係る新規債務負担手数料 

当該各月に成立した円貨建清算約定ごとに、１件あたり８，０００円 

ｂ 円貨建清算約定に係る債務負担済残存取引手数料 

当該各月末日の経過時点で残存する円貨建清算約定ごとに、１件あたり７００円 

３ 前項の規定にかかわらず、株主清算参加者が一の計算年度（清算参加者が当該計算年

度の途中で株主清算参加者となり、又は株主清算参加者でなくなった場合には、当該計

算年度のうち当該清算参加者が株主清算参加者であった期間）において負担する基本料

及び円貨建清算約定に係る清算手数料（清算約定（委託分）に係る清算手数料を除く。）

の総額が自己取引上限額に達したときは、当該株主清算参加者に対し、当該計算年度に

おいて、自己取引上限額を超えることとなる清算約定（自己分）（円貨建清算約定に限る。）

に係る清算手数料は課さないものとする。 

４ 第２項の規定にかかわらず、株主清算参加者が一の計算年度（清算参加者が当該計算

年度の途中で株主清算参加者となり、又は株主清算参加者でなくなった場合には、当該

計算年度のうち当該清算参加者が株主清算参加者であった期間）において負担する清算

委託者ごとの円貨建清算約定に係る清算手数料（清算約定（委託分）（円貨建清算約定に

限り、クライアント・クリアリングに係る清算約定を除く。以下本条において同じ。）に

係る清算手数料に限る。）の総額が委託取引上限額に達したときは、当該株主清算参加者

に対し、当該計算年度において、当該清算委託者につき、委託取引上限額を超えること

となる清算約定（委託分）に係る清算手数料は課さないものとする。 

５ 前各項の規定は、業務方法書第５３条に規定する取引毎コンプレッション、同第５３

条の２に規定するクーポン・ブレンディング、同第５３条の２の２に規定する一括コン

プレッション、同第５３条の２の３に規定する参加者提案型コンプレッション又は同第

５３条の２の４に規定するＪＳＣＣ提案型コンプレッションにより清算約定が成立する

場合の円貨建清算約定に係る清算手数料について準用する。 

 

（外貨建清算約定に係る清算手数料） 
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第４条の２ 外貨建清算約定に係る清算手数料は、外貨建清算約定に係る新規債務負担手

数料及び債務負担済残存取引手数料の二種類とする。 

２ 各月の外貨建清算約定に係る新規債務負担手数料及び債務負担済残存取引手数料は、

それぞれ、次の各号に掲げる清算参加者の区分に応じ当該各号に定める金額を自己取引

口座及び委託取引口座（クライアント・クリアリングに係る委託取引口座を除く。）ごと

に算出した金額の総額とする。 

（１） 株主清算参加者 

ａ 外貨建清算約定に係る新規債務負担手数料 

当該各月の属する計算年度に成立した外貨建清算約定の累計件数に応じ、各月に

成立した外貨建清算約定ごとに、次に掲げる金額の総額 

（ａ） 当該計算年度に成立した外貨建清算約定の累計件数が５００件までの部分 

１件あたり１０，３００円 

（ｂ） 当該計算年度に成立した外貨建清算約定の累計件数が５００件を超え、２，

５００件までの部分 １件あたり２，０００円 

（ｃ） 当該計算年度に成立した外貨建清算約定の累計件数が２，５００件を超え

る部分 １件あたり８００円 

ｂ 外貨建清算約定に係る債務負担済残存取引手数料 

当該各月末日の経過時点で残存する外貨建清算約定の件数に応じ、当該残存する

外貨建清算約定ごとに、次に掲げる金額の総額 

（ａ） 外貨建清算約定の件数が、２，０００件以下の部分 １件あたり８００円 

（ｂ） 外貨建清算約定の件数が２，０００件を超え、１０，０００件までの部分 

１件あたり１８０円 

（ｃ） 外貨建清算約定の件数が１０，０００件を超える部分 １件あたり６５円 

（２） 前号に掲げる清算参加者以外の清算参加者 

ａ 外貨建清算約定に係る新規債務負担手数料 

当該各月に成立した外貨建清算約定ごとに、１件あたり１６，５００円 

ｂ 外貨建清算約定に係る債務負担済残存取引手数料 

当該各月末日の経過時点で残存する外貨建清算約定ごとに、１件あたり１，２５

０円 

３ 前各項の規定は、業務方法書第５３条に規定する取引毎コンプレッション、同第５３

条の２に規定するクーポン・ブレンディング、同第５３条の２の２に規定する一括コン

プレッション又は同第５３条の２の３に規定する参加者提案型コンプレッションにより

新たに清算約定が成立する場合の外貨建清算約定に係る清算手数料について準用する。 

 

（コンプレッション手数料） 

第５条 コンプレッション手数料は、次の各号に掲げるコンプレッションの区分に応じ、
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当該各号に定めるところにより自己取引口座及び委託取引口座ごとに算出した金額の総

額とする。 

（１） 業務方法書第５３条に規定する取引毎コンプレッション又は同第５３条の２の

２に規定する一括コンプレッション 

取引毎コンプレッション又は一括コンプレッションの成立により終了した清算約定

ごとに、１件あたり１，２００円とする。 

（２） 業務方法書第５３条の２に規定するクーポン・ブレンディング 

クーポン・ブレンディングの成立により終了した清算約定ごとに、１件あたり２，

４００円とする。 

（３） 業務方法書第５３条の２の３に規定する参加者提案型コンプレッション 

参加者提案型コンプレッションの成立により終了した清算約定ごとに、１件あたり

２，４００円とする。ただし、同一の参加者提案型コンプレッションの申込みに係る

清算約定につき、自己取引口座又は委託取引口座ごとに算出した金額の総額がそれぞ

れ５００万円未満である場合は、それぞれにつき５００万円とする。 

（４） 業務方法書第５３条の２の４に規定するＪＳＣＣ提案型コンプレッション 

ＪＳＣＣ提案型コンプレッションにより終了した清算約定の件数からＪＳＣＣ提案

型コンプレッションにより新たに成立した清算約定の件数を減じた件数（以下「ＪＳ

ＣＣ提案型コンプレッション手数料対象件数」という。）について、ＪＳＣＣ提案型コ

ンプレッションが成立した月の属する計算年度における当該時点の累計のＪＳＣＣ提

案型コンプレッション手数料対象件数に応じ、ＪＳＣＣ提案型コンプレッション手数

料対象件数１件あたり次に掲げる金額 

ａ 当該計算年度のＪＳＣＣ提案型コンプレッション手数料対象件数の累計が２，５

００件までの部分 １件あたり６，０００円 

ｂ 当該計算年度のＪＳＣＣ提案型コンプレッション手数料対象件数の累計が２，５

００件を超え、５，０００件までの部分 １件あたり３，６００円 

ｃ 当該計算年度のＪＳＣＣ提案型コンプレッション手数料対象件数の累計が５，０

００件を超える部分 １件あたり１，２００円 

２ 前項の規定にかかわらず、株主清算参加者が一の計算年度（清算参加者が当該計算年

度の途中で株主清算参加者となり、又は株主清算参加者でなくなった場合には、当該計

算年度のうち当該清算参加者が株主清算参加者であった期間）において負担するコンプ

レッション手数料（清算約定（委託分）に係るコンプレッション手数料を除く。）の総額

がコンプレッション上限額（自己分）に達したときは、当該株主清算参加者に対し、当

該計算年度においてコンプレッション上限額（自己分）を超えることとなる清算約定（自

己分）に係るコンプレッション手数料は課さないものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、株主清算参加者が一の計算年度（清算参加者が当該計算

年度の途中で株主清算参加者となり、又は株主清算参加者でなくなった場合には、当該
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計算年度のうち当該清算参加者が株主清算参加者であった期間）において負担する清算

委託者ごとのコンプレッション手数料（清算約定（委託分）（クライアント・クリアリン

グに係る清算約定を除く。以下本項において同じ。）に係るコンプレッション手数料に限

る。）の総額がコンプレッション上限額（委託分）に達したときは、当該株主清算参加者

に対し、当該計算年度において、当該清算委託者につき、コンプレッション上限額（委

託分）を超えることとなる清算約定（委託分）に係るコンプレッション手数料は課さな

いものとする。 

 

（クライアント・クリアリング手数料） 

第５条の２ クライアント・クリアリング手数料は、クライアント・クリアリングに係る

清算約定に関する新規債務負担手数料及び債務負担済残存取引手数料の二種類とする。 

２ 各月のクライアント・クリアリングに係る清算約定に関する新規債務負担手数料は、

次の各号に掲げる清算約定の区分に応じて、当該各号に定める金額とする。 

（１） 円貨建清算約定 当該各月に成立したクライアント・クリアリングに係る清算

約定に関して、次のａからｊまでに定める債務負担の申込みの日における終了日まで

の期間の区分に応じて、当該区分に属する清算約定の想定元本の合計額（以下「円貨

建新規取引想定元本合計額」という。）について、１億円あたり当該区分に定める値を

乗じた金額の合計額 

ａ １年以下 ８０ 

ｂ １年超３年以下 ２００ 

ｃ ３年超５年以下 ３６５ 

ｄ ５年超７年以下 ４９０ 

ｅ ７年超１０年以下 ６５０ 

ｆ １０年超１２年以下 ７３０ 

ｇ １２年超１５年以下 ８１０ 

ｈ １５年超２０年以下 １，０３５ 

ｉ ２０年超２５年以下 １，１７０ 

ｊ ２５年超 １，２６０ 

（２） 外貨建清算約定 当該各月に成立したクライアント・クリアリングに係る清算

約定の想定元本の通貨ごとの合計額（以下「外貨建新規取引想定元本合計額」という。）

について、１００万通貨単位あたり７．２を乗じた金額に、当社が公示により定める

為替相場の気配値を乗じて得た金額を合計した金額 

３ 各月のクライアント・クリアリングに係る清算約定に関する債務負担済残存取引手数

料は、次の各号に掲げる清算約定の区分に応じて、当該各号に定める金額とする。 

（１） 円貨建清算約定 当該各月末日の経過時点で残存するクライアント・クリアリ

ングに係る清算約定の想定元本の合計額（以下「円貨建残存取引想定元本合計額」と
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いう。）について、１億円あたり２５を乗じた金額 

（２） 外貨建清算約定 当該各月末日の経過時点で残存するクライアント・クリアリ

ングに係る清算約定の想定元本の通貨ごとの合計額（以下「外貨建残存取引想定元本

合計額」という。）について、１００万通貨単位あたり０．２５を乗じた金額に、当社

が公示により定める為替相場の気配値を乗じて得た金額を合計した金額 

４ 前２項の規定において、円貨建新規取引想定元本合計額又は円貨建残存取引想定元本

合計額に１億円未満の部分がある場合については、当該部分は切り捨てた額を当該合計

額とする。ただし、円貨建新規取引想定元本合計額又は円貨建残存取引想定元本合計額

が１円以上１億円未満である場合は、当該合計額を１億円とみなすものとする。 

５ 前項の規定は、外貨建新規取引想定元本合計額又は外貨建残存取引想定元本合計額に

１００万通貨単位未満の部分がある場合について準用する。この場合において、前項の

規定中「１億円」とあるのは「１００万通貨単位」と、「１円」とあるのは「１００分の

１通貨単位」と読み替えるものとする。 

６ 前各項の規定は、業務方法書第５３条に規定する取引毎コンプレッション、同第５３

条の２に規定するクーポン・ブレンディング、同第５３条の２の２に規定する一括コン

プレッション、同第５３条の２の３に規定する参加者提案型コンプレッション又は同第

５３条の２の４に規定するＪＳＣＣ提案型コンプレッションにより清算約定が成立する

場合のクライアント・クリアリング手数料について準用する。 

 

（クライアント・クリアリング手数料に係る特則） 

第５条の２の２ 前条の規定にかかわらず、清算参加者が、本条の規定の適用を受ける委

託取引口座として、当社所定の様式により当社に対してあらかじめ届け出た場合には、

当該委託取引口座（以下「届出委託取引口座」という。）に係るクライアント・クリアリ

ング手数料は、クライアント・クリアリングに係る清算約定に関する新規債務負担手数

料及び当初証拠金連動手数料の二種類とする。 

２ 前項に規定する場合における各月のクライアント・クリアリングに係る清算約定に関

する新規債務負担手数料は、当該各月に成立し届出委託取引口座に記録された清算約定

１件あたり３，０００円とする。 

３ 第１項に規定する場合における各月のクライアント・クリアリングに係る清算約定に

関する当初証拠金連動手数料は、当該届出委託取引口座に係る日々の当初証拠金所要額

（休業日については、当該休業日の前当社営業日に通知する当初証拠金所要額）に０．

００１を乗じた金額を３６５で除した額を、合計した金額とする。 

４ 第１項に規定する届出は、毎年３月、６月、９月又は１２月に行うものとする。当該

届出が行われた場合には、当該届出の行われた月の翌月のクライアント・クリアリング

手数料から、本条の規定が適用される。 

５ 前項の規定にかかわらず、清算参加者がクライアント・クリアリングに係る委託取引
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口座を新たに開設する場合には、当該清算参加者は、当該開設と同時に第１項に規定す

る届出を行うことができるものとする。この場合には、当該開設後最初にクライアント・

クリアリングに係る清算約定が成立した月のクライアント・クリアリング手数料から、

本条の規定が適用される。 

６ 清算参加者は、第１項に規定する届出を取り下げることができるものとする。当該取

下げは、毎年３月、６月、９月又は１２月に行うものとし、当該取下げが行われた場合

には、当該取下げの行われた月の翌月のクライアント・クリアリング手数料から、本条

の規定が適用されず、前条の規定が適用される。 

７ 前各項の規定にかかわらず、届出委託取引口座に関し、ある月の属する計算年度の開

始月（当該計算年度の途中から本条の規定が適用される場合には、本条の規定の適用が

開始される月をいう。以下この項において同じ。）から当該月までの各月につき、第１項

から第３項までの規定に基づき算出した当該月のクライアント・クリアリング手数料に

相当する額と当該開始月から当該月の前月までの当該届出委託取引口座に係るクライア

ント・クリアリング手数料の総額の合計額が、当該開始月から当該月までの経過月数に

３３３万円を乗じた金額（以下「最低手数料額」という。）に満たない場合には、当該合

計額と最低手数料額との差額を、当該月につき第１項から第３項までの規定に基づき算

出したクライアント・クリアリング手数料に相当する額に加算した金額を、当該月の当

該届出委託取引口座に係るクライアント・クリアリング手数料とする。 

８ 前各項の規定は、業務方法書第５３条に規定する取引毎コンプレッション、同第５３

条の２に規定するクーポン・ブレンディング、同第５３条の２の２に規定する一括コン

プレッション、同第５３条の２の３に規定する参加者提案型コンプレッション又は同第

５３条の２の４に規定するＪＳＣＣ提案型コンプレッションにより、クライアント・ク

リアリングに係る清算約定が成立し届出委託取引口座に記録される場合の当該清算約定

に関するクライアント・クリアリング手数料について準用する。 

 

（口座開設手数料） 

第５条の３ 口座開設手数料は、当社がクライアント・クリアリングに係る委託取引口座

を開設するごとに、１口座あたり１０万円とする。 

 

（コラテラル手数料） 

第５条の４ コラテラル手数料は、清算参加者が当社に金利スワップ清算基金、当初証拠

金（清算約定（委託分）に係るものを含む。）及び破綻時証拠金（以下本条においてこれ

らを併せて「清算基金等」という。）として預託している代用有価証券の管理に係る費用、

金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱い第４４条第１項第１号ｂ及び同

条第２項第１号ｂに規定する信託業務を営む銀行への金銭信託（以下「金銭信託」とい

う。）に係る費用、その他清算基金等の管理に関して清算参加者の要望に応じたことによ
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り当社が負担した費用に相当する額とする。 

２ 各清算参加者のコラテラル手数料は、計算期日（３月、６月、９月及び１２月末日（当

該日が休業日（臨時休業日を除く。以下本項において同じ。）の場合には、その翌日（休

業日を除く。））をいう。以下本項において同じ。）の翌日から次の計算期日までの期間（以

下「計算期間」という。）ごとに当該各清算参加者について次の各号に掲げる費用を合計

した額とする。 

（１） 国債証券の管理に係る費用 次の算式により算出される額 

（各清算参加者が国債証券により当社に預託している清算基金等の額面金額の合計額

を、一の計算期間において平均した額）×（当該計算期間の日数）／３６５×０．

５０／１０，０００ 

（２） 米国財務省証券の管理に係る費用 次のａからｃまでに掲げる算式により算出

される額の合計額 

ａ （各清算参加者が米国財務省証券により当社に預託している清算基金等の額面金

額（当社が公示により定めるところにより円換算した額をいう。）の合計額を、一の

計算期間において平均した額）×（当該計算期間の日数）／３６５×０．５０／１

０，０００ 

ｂ 計算期間における各月において次の算式により算出される額の合計額 

（各月末日の経過時点において各清算参加者が米国財務省証券により当社に預託して

いる清算基金等の額面金額の時価（当社が公示により定めるところにより算出し、

円換算した額をいう。）の合計額）×（当該各月の日数）／３６５×１．０／１０，

０００ 

ｃ 次の算式により算出される額を当社が公示により定めるところにより円換算した

額 

２０米ドル×（各清算参加者が、清算基金等に関して、当該計算期間において当

社に米国財務省証券の預託又は返戻の指図を行った回数） 

（３） 金銭信託に係る費用（日本銀行の補完当座預金制度における当座預金への適用

利率に負数が含まれることにより、当社が当該適用利率に応じた信託報酬を負担する

場合に限る。） 計算期間における各日において次の算式により算出される額の合計額 

（当該日において各清算参加者が金銭により当社に預託している清算基金等の合計額

のうち、信託業務を営む銀行への金銭信託の方法で保管されている金額であって、

金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱い第４４条の２第１項第３号

及び第４号並びに同条第２項に定める方法により運用されているものの合計額）×

１／３６５×（当該負数の絶対値） 

（４） 前３号に掲げる費用のほか、清算基金等の管理に関して清算参加者の要望に応

じたことにより当社が負担した費用のうち、当該清算参加者の要望に係る額 
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（外貨決済手数料） 

第５条の５ 外貨決済手数料は、各当社営業日において外貨建清算約定の当事者となって

いる清算参加者ごとに、次の各号に掲げる外貨建清算約定の通貨の数に応じて、当該各

号に定める金額とする。ただし、清算参加者が月の途中で外貨建清算約定の当事者とな

った場合（すでに当事者となっている通貨以外の通貨に係る外貨建清算約定の当事者と

なった場合を含む。）又は当事者でなくなった場合（複数の通貨の外貨建清算約定のうち

の１通貨について当事者でなくなった場合を含む。）には、次の各号に掲げる外貨建清算

約定の通貨の数に応じて、当該各号に定める金額に当該月の全当社営業日の日数に占め

る当該清算参加者が当該各号に掲げる通貨の数の外貨建清算約定の当事者であった当該

月の当社営業日の日数の割合を乗じて得た額（当該月において当該清算参加者が当事者

であった外貨建清算約定の通貨の数が次の各号のうち複数に該当するときは、当該額を

合計した額）とする。 

（１） １通貨 １か月あたり５４，０００円 

（２） ２通貨 １か月あたり１０８，０００円 

（３） ３通貨 １か月あたり１６２，０００円 

２ 清算参加者が業務方法書第８５条の４第４項に規定する届出を行っている場合におい

て、当該届出に係る通貨の外貨決済手数料は、同項に規定する指定口座（同条第５項の

規定により一つの指定口座とみなされたものを含む。以下本項において同じ。）の数に、

１か月あたり５４，０００円を乗じた額とし、当該指定口座以外の自己取引口座又は委

託取引口座について前項の規定により算出した額を合算した額を当該清算参加者に係る

外貨決済手数料とする。 

 

第５条の６及び第５条の７ 削除 

 

（取引報告手数料） 

第５条の８ 各月の取引報告手数料は、次の各号に掲げる清算約定の区分に応じて、当該

各号に定める金額とする。 

（１） 取引情報蓄積機関報告清算約定（ＩＲＳ） 次の算式により算出される額 

（取引情報蓄積機関報告清算約定（ＩＲＳ）の件数に応じた手数料相当額の総額として

当社が公示により定める金額）×（各清算参加者に係る取引情報蓄積機関報告清算約

定（ＩＲＳ）の残存件数として当社が公示により定める件数）/（取引情報蓄積機関報

告清算約定（ＩＲＳ）の総残存件数として当社が公示により定める件数） 

（２） 香港ＴＲ報告清算約定 当該各月末日の経過時点で残存する香港ＴＲ報告清算

約定ごとに、１件あたり４．５香港ドルを当社が公示により定めるところにより円換

算した額 

（３） ＳＤＲ報告清算約定（ＩＲＳ） 次の算式により算出される額を当社が公示に
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より定めるところにより円換算した額 

（ＳＤＲ報告清算約定（ＩＲＳ）の件数に応じた手数料相当額の総額として当社が公示

により定める金額）×（各清算参加者に係るＳＤＲ報告清算約定（ＩＲＳ）の残存件

数として当社が公示により定める件数）/（ＳＤＲ報告清算約定（ＩＲＳ）の総残存件

数として当社が公示により定める件数） 

 

（ポジション移管手数料） 

第５条の９ ポジション移管手数料は、移管（業務方法書第２条第１項第１号に規定する

移管、同項第２４号の２に規定する承継（同第９４条及び同第９４条の２に規定する承

継を除く。）及び同第４０条から第４０条の４までに規定する引継ぎをいう。）された清

算約定又は清算委託取引ごとに１件あたり２，０００円とし、移管先である自己取引口

座及び各委託取引口座ごとに算出した金額の総額とする。ただし、自己取引口座及び各

委託取引口座ごとに、一の計算年度において１００件までの部分は無料とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、一の計算年度において負担するポジション移管手数料の上

限額は、移管先である自己取引口座及び各委託取引口座ごとに、４，０００万円とする。 

 

（株主清算参加者の基本料及び円貨建清算約定に係る清算手数料に関する特則） 

第６条 株主清算参加者が一の計算年度（清算参加者が当該計算年度の途中で株主清算参

加者となり又は株主清算参加者でなくなった場合には、当該計算年度のうち当該清算参

加者が株主清算参加者であった期間）において負担する基本料及び円貨建清算約定に係

る清算手数料（清算約定（委託分）に係る清算手数料を除く。）の総額の上限（以下「自

己取引上限額」という。）は、１億２４０万円とする。 

２ 株主清算参加者が一の計算年度（清算参加者が当該計算年度の途中で株主清算参加者

となり又は株主清算参加者でなくなった場合には、当該計算年度のうち当該清算参加者

が株主清算参加者であった期間）において負担する清算約定（委託分）（円貨建清算約定

に限り、クライアント・クリアリングに係る清算約定を除く。）に係る清算手数料の上限

（以下「委託取引上限額」という。）は、当該清算約定（委託分）が記録されている委託

取引口座ごとに、４，０００万円（当該計算年度の下半期に当社に開設された委託取引

口座については、２，０００万円）を上限とする。 

３ 清算参加者が計算年度の下半期に株主清算参加者となった場合において、当該清算参

加者が当該計算年度のうち株主清算参加者であった期間において負担する基本料及び円

貨建清算約定に係る清算手数料の上限は、前２項の規定にかかわらず、次に定めるとお

りとする。 

（１） 自己取引上限額 ５，１２０万円 

（２） 委託取引上限額 清算約定（委託分）（円貨建清算約定に限り、クライアント・

クリアリングに係る清算約定を除く。）が記録されている委託取引口座ごとに２，００
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０万円 

 

（株主清算参加者のコンプレッション手数料に関する特則） 

第６条の２ 株主清算参加者が一の計算年度（清算参加者が当該計算年度の途中で株主清

算参加者となり又は株主清算参加者でなくなった場合には、当該計算年度のうち当該清

算参加者が株主清算参加者であった期間）において負担するコンプレッション手数料（清

算約定（委託分）に係るコンプレッション手数料を除く。）の総額の上限（以下「コンプ

レッション上限額（自己分）」という。）は、８，０００万円とする。 

２ 株主清算参加者が一の計算年度（清算参加者が当該計算年度の途中で株主清算参加者

となり又は株主清算参加者でなくなった場合には、当該計算年度のうち当該清算参加者

が株主清算参加者であった期間）において負担する清算約定（委託分）（クライアント・

クリアリングに係る清算約定を除く。）に係るコンプレッション手数料の総額の上限（以

下「コンプレッション上限額（委託分）」という。）は、当該清算約定（委託分）が記録

されている委託取引口座ごとに、８，０００万円（当該計算年度の下半期に当社に開設

された委託取引口座については、４，０００万円）を上限とする。 

３ 清算参加者が計算年度の下半期に株主清算参加者となった場合において、当該清算参

加者が当該計算年度のうち株主清算参加者であった期間において負担するコンプレッシ

ョン手数料の総額の上限は、前２項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。 

（１） コンプレッション上限額（自己分） ４，０００万円 

（２） コンプレッション上限額（委託分） 清算約定（委託分）（クライアント・クリ

アリングに係る清算約定を除く。）が記録されている委託取引口座ごとに４，０００万

円 

 

（手数料の変更又は割戻し） 

第６条の３ 第３条から前条までの規定にかかわらず、当社は、当社が行う金利スワップ

取引清算業務の利用促進のために必要と認める場合には、当社が別に定めるところによ

り、一定の期間において、当社が金利スワップ取引清算業務について徴収する手数料の

変更又は割戻しを行うことができる。この場合においては、あらかじめその旨を清算参

加者に通知する。 

 

（手数料の支払時期等） 

第７条 清算参加者は、毎月分の基本料、円貨建清算約定及び外貨建清算約定に係る清算

手数料、コンプレッション手数料、クライアント・クリアリング手数料、口座開設手数

料、外貨決済手数料、ポジション移管手数料並びにクロスマージン手数料の合計額を、

翌月２０日（同日が当社営業日でない場合には、翌当社営業日）までに、消費税及び地

方消費税相当額を加算して当社に支払うものとする。 
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２ 清算参加者は、各計算期間において算出されるコラテラル手数料を、当該計算期間の

末日の属する月の翌々月（当該計算期間の末日が３月、６月、９月又は１２月の末日で

はない場合には、当該計算期間の末日の属する月の翌月）２０日（同日が当社営業日で

ない場合には、翌当社営業日）までに、消費税及び地方消費税相当額を加算して当社に

支払うものとする。 

３ 清算参加者は、毎月分の取引報告手数料を、翌々月２０日（同日が当社営業日でない

場合には、翌当社営業日）までに、消費税及び地方消費税相当額を加算して当社に支払

うものとする。 

 

付  則 

１ 本規則は、平成２４年１０月９日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 本規則の施行後最初の計算年度は、施行日からその直後に到来する３月３１日までと

する。 

３ 本規則第６条第１項から第３項までの規定にかかわらず、清算参加者が施行日におい

て株主清算参加者である場合において、当該清算参加者が前項の計算年度（当該清算参

加者が当該計算年度の途中で株主清算参加者でなくなった場合には、当該計算年度のう

ち株主清算参加者であった期間）において負担する手数料の上限は、次に定めるとおり

とする。この場合において、本規則第６条第４項の規定中「前３項」とあるのは「付則

第３項」と、本規則第６条第５項の規定中「前各項」とあるのは「付則第３項及び前項」

と、それぞれ読み替えるものとする。 

（１） 自己取引上限額 ５，０００万円 

（２） 委託取引上限額 清算委託者ごとに２，０００万円 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成２６年２月２４日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 第５条の４第２項の規定にかかわらず、この改正規定施行後最初の計算期間は、施行

日から平成２６年３月３１日までの期間とする。 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成２７年９月２４日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 第３条第１項の規定にかかわらず、施行日の属する月の基本料は、５０５万円とする。 

３ 第６条第１項及び第３項の規定にかかわらず、施行日の属する計算年度（当該清算参

加者が当該期間の途中で株主清算参加者でなくなった場合には、当該期間のうち株主清

算参加者であった期間。以下同じ。）における自己取引上限額は、当該計算年度における

４月１日から施行日の前当社営業日までの期間において株主清算参加者が負担した基本

料、清算手数料（清算約定（委託分）に係る清算手数料を除く。）及び任意解約手数料（改



ＩＲＳ３ 『金利スワップ取引清算業務に係る手数料に関する規則』 

 14

正前の本規則第５条に規定する任意解約手数料をいう。以下同じ。）（清算約定（委託分）

に係る任意解約手数料を除く。）の総額に、施行日から当該計算年度の末日までの期間に

おいて負担する基本料及び円貨建清算約定に係る清算手数料（清算約定（委託分）に係

る清算手数料を除く。）の総額を加算した額とする。この場合において、本規則第６条第

４項の規定中「前３項」とあるのは「付則第３項」と、本規則第６条第５項の規定中「前

各項」とあるのは「前項及び付則第３項」と、本規則第６条第６項の規定中「前各項」

とあるのは「第３項、第４項及び付則第３項」それぞれ読み替えるものとする。 

３ 第６条第２項及び第３項の規定にかかわらず、施行日の属する計算年度における委託

取引上限額は、当該計算年度における４月１日から施行日の前当社営業日までの期間に

株主清算参加者が負担した清算約定（委託分）（クライアント・クリアリングに係る清算

約定を除く。）に係る清算手数料及び任意解約手数料の総額に、施行日から当該計算年度

の末日までの期間において負担する清算約定（委託分）（外貨建清算約定及びクライアン

ト・クリアリングに係る清算約定を除く。）に係る清算手数料の総額を加算した額とする。 

５ 第３項及び第４項に規定する施行日の属する計算年度における各上限額は、次の各号

に掲げる項目に応じて当該各号に定める額とする。 

（１） 自己取引上限額 １億１２５万円 

（２） 委託取引上限額 ４，０００万円 

６ 第６条の２第１項から第３項までの規定にかかわらず、株主清算参加者が施行日の属

する計算年度において負担するコンプレッション手数料の総額の上限は、次の各号に掲

げる項目に応じて当該各号に定める額とする。 

（１） コンプレッション上限額（自己分） ４，０００万円 

（２） コンプレッション上限額（委託分） ４，０００万円 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成２８年４月１１日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために

必要な当社が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由によ

り、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、平成２８年４

月１１日以後の当社が定める日から施行する。 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成２８年１１月３０日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 第５条の２の２第４項の規定にかかわらず、施行日の属する計算年度においては、清

算参加者は第５条の２の２第１項の届出を施行日以降の各月に行うことができるものと

する。 
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付  則 
 

この改正規定は、平成２９年１１月１日から施行する。 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成３０年９月２５日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために

必要な当社が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由によ

り、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、平成３０年９

月２５日以後の当社が定める日から施行する。 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成３０年１２月３日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、改正後の第２条、第５条の９及び第７条第１項の規定は、

当社が定める日から施行する。 

 （注）「当社が定める日」は令和元年５月２０日。 

３ 改正後の第５条の９の規定の適用における前項の当社が定める日の属する計算年度は、

第１条第２項第３号の規定にかかわらず、当社が定める期間とする。 

 （注）「当社が定める期間」は令和元年５月２０日から令和２年３月３１日までの期間。 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 第５条の４第２項の規定にかかわらず、この改正規定施行前最後の計算期日は、この

改正規定施行の日の前日とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うため

に必要な当社が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由に

より、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、平成３１年

４月１日以後の当社が定める日から施行する。 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成３１年４月１５日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

２ 第３条１項の規定にかかわらず、改正前の第１条第２項第１号の２に規定する円

貨建指定清算参加者（以下「円貨建指定清算参加者」という。）に係る施行日の属

する月（以下「施行月」という。）の基本料は、２０万円に施行月の全当社営業日

の日数に占める施行月の施行日前の当社営業日の日数の割合を乗じて得た額を、第
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３条第１項に規定する基本料から減じた額とする。 

３ 第４条の２及び第５条の５の規定にかかわらず、改正前の第１条第２項第１号の

３に規定する外貨建指定清算参加者が負担する施行月の清算約定（自己分）（外貨

建清算約定に限る。）に係る清算手数料及び外貨決済手数料の総額は、改正前の第

５条の６第１項各号に掲げる外貨建指定清算参加者に応じて、当該各号に定める額

に施行月の全当社営業日の日数に占める施行月の施行日前の当社営業日の日数の

割合を乗じて得た額を、第４条の２及び第５条の５の規定に基づいて算出した清算

約定（自己分）に係る清算手数料及び外貨決済手数料の額を合計した額から減じた

額とする。この場合において、改正前の第５条の６第２項及び第３項の規定の適用

についてはなお従前の例による。 

４ 第６条１項及び第３項の規定にかかわらず、株主清算参加者が円貨建指定清算参

加者である場合における施行日が属する計算年度の自己取引上限額については、２

０万円に施行月の全当社営業日の日数に占める施行月の施行日前の当社営業日の

日数の割合を乗じて得た額を、第６条第１項及び第３項に定める自己取引上限額か

ら控除した額とする。 

 

付  則 

この改正規定は、令和２年４月１日から施行する。 

 

付  則 

１ この改正規定は、令和４年１月４日から施行する。ただし、第６項及び第７項の規定

は、令和３年１１月１９日から施行する。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うた

めに必要な当社が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由

により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、令和４年

１月４日以後の当社が定める日から施行する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、令和３年１２月に成立した清算約定に係るＬＩＢＯＲラ

イセンス手数料については改正前の第５条の７及び第７条第１項の規定を適用する。こ

の場合において、令和３年１２月６日以降に成立した清算約定に対する改正前の第５条

の７の規定の適用については、「ＪＰＹ－ＬＩＢＯＲ－ＢＢＡ」とあるのは「ＪＰＹ－Ｌ

ＩＢＯＲ」と読み替えて適用する。 

４ 金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱い令和３年１２月６日改正付則

第３項の規定によるＯＩＳ一括変換及び同改正付則第６項の規定によるＯＩＳ一括変換

（スワップション権利行使分）について、清算参加者は、変換対象の清算約定（委託分

を含む。）ごとに、１件あたり３，５００円を当社に支払うものとする。 
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５ 同改正付則第７項の規定によりＪＰＹ－ＴＯＮＡ－ＯＩＳ Ｃｏｍｐｏｕｎｄを変動

金利の決定方法とする金利スワップ取引へと変更した場合（委託分を含む。）には、清算

参加者は変更１件あたり３，５００円を当社に支払うものとする。 

６ 令和３年１０月末時点及び同年１１月末時点におけるＪＰＹ－ＬＩＢＯＲ－ＢＢＡを

変動金利の決定方法とする清算約定（委託分を含み、クライアント・クリアリングに係

る分を除く。）について、清算参加者は、清算約定ごとに、１件あたり５００円を当社に

支払うものとする。 

７ 第４項の手数料の支払いについては、令和４年１月２０日までに消費税及び地方消費

税相当額を加算して当社に支払うものとし、第５項の手数料の支払いについては、当該

変更が行われた月の翌月２０日（同日が当社営業日でない場合には、翌当社営業日）ま

でに消費税及び地方消費税相当額を加算して当社に支払うものとし、前項の手数料の支

払いについては、令和３年１０月末時点における清算約定については同年１１月２２日

までに、同年１１月末日時点における清算約定については同年１２月２０日までに、消

費税及び地方消費税相当額を加算して当社に支払うものとする。 

 

付  則 

１ この改正規定は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 第５条の４第２項の規定にかかわらず、この改正規定施行前最後の計算期日は、この

改正規定施行の日の前日とする。 

 

付  則 

この改正規定は、令和６年７月１日から施行し、この改正規定施行の日前に成立したク

ライアント・クリアリングに係る清算約定に関する新規債務負担手数料については、なお

従前の例による。 

 

付  則 

この改正規定は、令和８年１月５日から施行する。 


